
施⼯体制台帳の記載内容と添付書類は

① 作成建設業者に関する事項

② 作成建設業者が請け負った建設⼯事に関する事項

③ ⾃社が下請契約を締結した下請負⼈に関する事項

④ ⾃社が下請負⼈と締結した建設⼯事の請負契約に関する事項

・許可を受けて営む建設業の種類
・健康保険等の加⼊状況

・商号⼜は名称、住所、
・建設業者である場合は許可番号、請け負った⼯事に係る許可を受けた建設業の種類
・健康保険等の加⼊状況

・建設⼯事の名称、内容、⼯期
・注⽂者との契約年⽉⽇、注⽂者の監督員⽒名等
・当該下請負⼈の現場代理⼈の⽒名等、当該下請負⼈が置く主任技術者の⽒名・資格・専任の有無
・建設⼯事に従事する者の⽒名・⽣年⽉⽇・年齢・職種・社会保険の加⼊等の状況等
・⼀号特定技能外国⼈及び外国⼈技能実習⽣の従事の状況 等

施⼯体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設⼯事に関する事項、下
請負⼈に関する事項などを記載しなければなりません。
（建設業法 第24条の8、同法施⾏規則 第14条の2参照）

施⼯体制台帳の記載内容

施⼯体制台帳の添付書類

①発注者との請負契約書
作成建設業者が請け負った建設⼯事の契約書の写し

②下請契約書
１次下請との契約書の写し及び２次下請以下の下請負⼈が締結した全ての請負契約書の写し

③監理技術者等関係
◎主任技術者⼜は監理技術者が資格を有することを証する書⾯
（監理技術者が専任を要する⼯事の場合は、監理技術者資格者証の写しに限る。）
◎主任技術者⼜は監理技術者が所属建設業者と恒常的な雇⽤関係にあることを証する書⾯
（健康保険証等の写し）
◎監理技術者補佐（置いた場合に限る）の資格及び雇⽤関係を証する書⾯
◎専⾨技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇⽤関係を証する書⾯

※書類の添付に代えて、スキャナで読み取って記録し、当該⼯事現場で表⽰する⽅法でも可
(建設業法施⾏規則 第14条の2第4項参照）
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・建設⼯事の名称、内容、⼯期
・発注者との契約年⽉⽇、発注者の名称・住所・営業所の名称及び所在地、発注者の監督員⽒名等
・作成建設業者の現場代理⼈の⽒名等
・主任技術者⼜は監理技術者の⽒名・資格・専任の有無、監理技術者補佐の⽒名・資格
・建設⼯事に従事する者の⽒名・⽣年⽉⽇・年齢・職種・社会保険の加⼊等の状況等
・⼀号特定技能外国⼈及び外国⼈技能実習⽣の従事の状況 等


